
　＊皆様からお預かりした会費は、子供たちが安全に充実した

　　学校生活を送れるよう分配させていただきます。

皆様からお預かりしたPTA会費の主な用途

《PTA会議室の運営》

・コピー機のリース料、カウンター料

・Wi-Fiルーター利用料

・コピー用紙や事務用品などの購入費

・ZOOM利用料

《ボランティア活動》

令和4年度より常置委員会が廃止になり

ボランティア形式の活動になります。

・広報紙の作成・運動会のパトロール等

（規定人数が集まった時活動します。）

《各組織への助成金》

・学校および各学年

・各支部および支部長会

・育成会

・家庭教育学級（すみれ）

《保険料の支払い》

・かけこみ１１０番保険料

・所沢市PTA連合総合補償制度の加入料

（補償内容の詳細は、別途「所沢市PTA連合会総合補償制度に加入します」をご参照ください）

＊本保険の対象はPTA会員のご家庭に限りますのでご了承ください。

＊保険手続きは東京海上日動火災保険株式会社に直接連絡せず、PTA本部会計にご連絡ください。

（PTA本部メールアドレス：tokoshou-p-hon-community@outlook.jp）

《周年事業積立金》

・所沢小学校周年記念事業

・PTA周年記念事業

＊平成２９年度から令和３年度までの積立金１００万円は令和４年度「所沢小学校１５０周年記念事

業」の為使用する予定です。

《その他諸経費》

・防犯活動費

（運動会時の警備費等）

・慶弔費

・卒業対策費


